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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

中小企業による環境経営の普及促進事業

事業イメージ

請負事業

環境問題の解決には、経済の主体たる企業が、組織的かつ戦略的なPDCAサイ

クルを構築し、持続可能な環境経営を実践することが必要。多くの中小企業は、

EMSの構築・運用ノウハウを有しておらず、環境経営の導入が進んでいない結果、

環境取組が一過性に終わり、環境改善が進まないという課題に直面している

○ 中小企業への環境経営の普及促進事業

・EA２１ガイドライン2017年版、業種別ガイドラインの普及のための全国セ

ミナーやシンポジウムを行う。

・2017年版ガイドラインの理念及びそれに整合的なSDG等の理解が深い審査

員を増やすための取組を促進する。

・大企業等のバリューチェーンでのEA２１の普及に向けた課題を整理する。

・EMSの国際的動向についての調査を行う。

○ 環境経営促進のための動向調査を行う。

・環境・社会課題の解決を成長に結びつけるビジネス促進ための調査等を行う。

・

① EA２１ガイドライン等の整備・普及促進により、企業が環境経営の導入及び実践することを図る。

② バリューチェーン上でのEA21の普及に向けた課題の整理し、対策案を検討する。

③ EMSの国際的動向や事業者の環境配慮行動を調査し、新たな施策の検討等に活用する。

エコアクション２１（EA２１）等の着手しやすい効果的な環境マネジメントシステム（EMS）の整備・普及促進
を支援します。

【令和２年度要求額 19百万円（19百万円）】

民間事業者・団体

平成28年度～

環境省 大臣官房 環境経済課 電話：03-5521-8229

■補助対象

イメージ１：全国セミナー

EA21普及・促進のために、
全国５ヶ所でのセミナーを実
施

イメージ２：バリューチェーンでのEA２１利用


